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(添付資料）意見募集用紙

札幌市では、子どもが毎日を生きいきと過ごし、自分らしくのびのびと育つこ

とができるように、「（仮称）札幌市子どもの権利条例」の制定に向けての検討を

進めています。このたび、その条例素案をまとめましたので、この案に対する皆

さまのご意見を募集します。

今後、お寄せいただいたご意見を考慮して更に検討を行い、札幌市議会に条例

案を提出する予定です。また、皆さまからお寄せいただいたご意見

などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成18年９月

ころにホームページなどで公表します。

平成18年７月３日(月)から平成18年８月１日(火)まで意 見 募 集 期 間

（仮称）

市政等資料番号
02-A01-06-324

見募集ご意札幌市子どもの
権利条例素案
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し

条例制定の背景・目的は何でしょうか？

子どもの権利とは何でしょうか？

子どもは、生きいきと子ども期を過ごし、健やかに大人へと成長していきま

す。そのために欠かすことのできない、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権

利」「参加する権利」などを「子どもの権利」と呼んでいます。

条例制定の背景

世界では、平成元年（1989年）の国連での「子どもの権利条約」採択を契機

として、子どもの権利を保障しようという動きが広がっています。

この条約では、子どもが自分に関係あることについて意見を表明し参加でき

ることなど、様々な権利を保障しており、日本も平成６年（1994年）に批准し

ま

利

た。

札幌市においても、子どもの権利の侵害をなくし、子どもの視点からのまち

づくりを進めるなど、条約の理念を広めていくための取組を推進することが必

要となっています。

条例制定の目的

札幌市では、家庭、学校・施設、地域などあらゆる場面で子どもの権利が保

障されるとともに、子どもが自分の権

。

を正しく行使できるよう、大人はその

環境を整えていくことが、大変重要であると考えます。

そのため、条例を制定することによって、子どもにとって大切な権利、参加

の仕組みや権利侵害からの救済の仕組みなどについて、札幌の現状に基づき具

体的に示し、子どもの権利を保障することを目指しています
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条例制定の意義は何でしょうか？

を

子どもの権利の理解促進
子どもとともに、大人も「子どもの権利」を学び、今まで以上に、「子どもの

権利」の理解を深めていきます。

このことにより、市民みんなで「子どもの権利」を尊重した取組を行うこと

が可能になります。

札幌市が条例を制定することによって、下記の点がさらに推進されます。

子どもにやさしいまちづくり
子どもに関する市の施策や事業、地域における様々な取組について、子ども

の意見が反映され、参加が配慮されたものとなります。

その結果、子どもの視点に立った「子どもにやさしいまちづくり」が進めら

れます。

自立した社会性

め

身につけた大人への成長
子どもは、自ら権利を学び、自分らしく生きいきとした子ども期を過ごすこ

とができます。

そして、自分で考え判断し、自分の行動に責任を持ち、他の人の権利も大切

にする、自立した社会性のある大人へと成長・発達していくことができる環境

づくりが進

っ

られます。

権利侵害からの救済
残念ながら、札幌市でも、いじめや虐待などの権利侵害を受け、悩み苦しん

でいる子どもがいます。

そうい

侵

た子どものための救済の制度を速やかに設けることによって、権利

れ害の迅速で効果的な解決が図ら 。ます
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き

条例制定までの道のりについて

市民参加による条例づくり

平成17年４月 検討委員会発足

学識経験者や公募の市民、高校生

など25人の委員で構成される「検討

委員会」が発足。

全体会議、５つの部会での議論の

ほか、札幌の子どもの現状を調べる

ための懇談会、出向き調査を実施す

るなど精力的な活動が行われまし

た。

平成17年12月 中間答申書作成

検討委員会では、懇談会や出向き

調査で調べた札幌の子どもたちの現

状をもとに、条例制定に向けての９

つの課題を盛り込んだ「中間答申書」

を作成。広く市民意見の募集が行わ

れました。

平成18年５月 最終答申書作成

検討委員会では、中間答申書への市民意

見、子ども委員会からの提案などをもとに、

活発な議論が行われ、条例に盛り込むべ

ン

項目をまとめた「最終答申書」が作成され

ました。

平成18年２月 子ども委員会発足

条例の主役である子どもたちの意見を直

接条例づくりに反映させることを目的に、

小学校５年生から高校３年生まで、計32人

からなる「子ども委員会」が発足。

子ども委員会では、「札幌の子どもにとっ

て大切な権利」などをテーマに、グループ

ディスカッショ

員

などを実施。活発な意見

交換が行われました。

また、４月30日には、子どもたちが考え

た権利の項目を「検討委員会」に提案。最

終答申書に反映されました。

【子ども委

議

会から検討委員会への意見提案のようす】

市民意見の募集（パブリックコメント)

条例の制定

答申書を受けて、市が条例素案を作成

議会、市における条例案の検討

議会で審
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条例に盛り込む事柄案の概要（骨格図）

に

前文

第１章 総則

１．目的 ２．定義 ３．責務

１．広報及び普及 ２．子どもの権利の日 ３．学習等への支援

第２章 子どもの権利の普及

１．安心して生きる権利 ２．自分らしく生きる権利 ３．豊かに育つ権利 ４．参加する権利

第３章 子どもにとって大切な権利

第４章 生活の場における権利の保障

第１節 家庭における権利の保障

１．保護者の役割 ２．虐待及び体罰の禁止等

第２節 育ち学ぶ施設における権利の保障

１．施設関係者の役割 ２．開かれた施設づくり ３．いじめの防止 ４．虐待及び体罰の禁止等

５．関係機関等との連携と研修 ６．事情等を聴く機会の設定

第３節 地域における権利の保障

１．地域における市民及び事業者の役割 ２．地域における子どもの居場所

３．地域

長

おける自然環境の保全 ４．安全で安心な地域

第４節 参加・意見表明の機会の保障

１．子どもの参加等の促進 ２．市の施設に関する子どもの意見

３．審議会等への子どもの参加 ４．子どもの視点に立った情報発信等

第５節 子どものそれぞれの状況に応じた権利の保障

１．お互いの違いを認め尊重する社会の形成

第６節 子どもの育ちや成

等

にかかわる大人への支援

１．保護者への支援 ２．育ち学ぶ施設の職員への支援 ３．市民の地域での活動の支援

第７章 子どもの権利の保障の検証

１．権利委員会の設置

及

２．答申等及び市の措置

第６章 施策の推進

１．施策の推進 ２．推進計画

１．相談

の

び救済

第５章 子どもの権利の侵害から 済救

4
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「前文」に定める内容

すべての子どもは、未来と世界へはばたく可能性に満ちた、かけがえのない存在です。

日本には、平和な社会を築き、基本的人権を大切にする日本国憲法があります。

さらに、日本は、世界の国々と、子どもの権利に関する条約を結び、誰もが生まれたときから

権利の主体であり、あらゆる差別や不利益を受けることなく、自分らしく、豊かに成長・発達し

ていくことを認め、これを大切にすることを約束しています。

子どもは、自分の権利を正しく学び、感じたこと、考えたことを自由に表明し、自分にかかわ

ることに参加することができます。こうした経験を通して、自分が大切にされていることを実感

すると、自分と同じように、他の人も大切にしなければならないことを学びます。そして、お互

いの権利を尊重し合うことを身につけます。

大人は、子ども自身の成長・発達する力を認め、言葉や表情、しぐさから、子どもの気持ちを

十分受け止め、子どもが直面することについて、ともに考え、支えていく責任があります。

子どもの権利を大切にすることは、子どもが自分の人生を自分で選び、自信と誇りをもって生

きていくように励ますことです。それによって子どもは、自ら考え、責任をもって行動できる大

人へと育っていきます。

子どもは、社会の一員として尊重され、大人とともに札幌のまちづくりを担っていきます。子

どもが参加し、子どもの視点に立ってつくられたまちは、すべての人にとってやさしいまちとな

ります。

私たちは、こうした考えのもと、ここに、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念に基

づき、子どもの権利の保障を進めることを宣言し、この条例を制定します。

5
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「第１章：総則」に定める内容

１．目的

この条例は、子どもが自らの意思でのびのびと成長・発達していけるよう、子どもにとっ

て大切な権利等について定めることにより、子どもの権利の保障を図ることを目的とするこ

とを規定します。

２．定義

条例には、「子ども」「育ち学ぶ施設」「保護者」の用語の定義を、以下のとおり規定します。

①「子ども」：18歳未満の者その他これと等しく権利を認めることが適当である者

②「育ち学ぶ施設」：児童福祉法に定める施設、学校教育法に定める学校・専修学校・各種学

校、その他の施設のうち、子どもが育ち、学ぶことを目的として通学し、通所し、または入

所する施設

③「保護者」：親、児童福祉法に規定する里親または保護受託者、その他の親に代わり子ども

を養育する者

３．責務

①保護者、育ち学ぶ施設の設置者・管理者・職員（以下「施設関係者」といいます。）、事業

者、市民、並びに市は、子どもの最善の利益を考慮し、子どもの権利の保障に努めること、

②市は、市外においても子どもの権利が広く保障されるよう、他の公共団体等に対し協力を

要請し、働きかけを行うこと、を規定します。

「第２章：子どもの権利の普及」に定める内容

１．広報及び普及

市は、子どもの権利について広報することなどにより、その普及に努めることを規定しま

す。

２．子どもの権利の日

①市は、子どもの権利について、市民の関心を高めるため、「さっぽろ子どもの権利の日（以

下「権利の日」といいます。）」を設け、その日にふさわしい事業を行うこと、

②権利の日は、国連で「子どもの権利条約」が採択された11月20日とすること、を規定し

ます。

３．学習等への支援

市は、①家庭、育ち学ぶ施設、地域において、子どもが自分の権利、他人の権利を正しく

学び、お互いの権利を尊重し合うことができるよう、必要な支援に努めること、②市民が子

どもの権利について正しく学び、理解することができるよう、必要な支援に努めること、を

規定します。
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「第３章：子どもにとって大切な権利」に定める内容

この章には、子どもが成長・発達していくために、特に大切なものとして保障されなければな

らない権利として、以下のものを規定します。

１．安心して生きる権利

子どもは、安心して生きることができます。そのためには、主に次の権利が保障されなけ

ればなりません。

①命が守られ、平和と安全のもとに、安心して暮らすこと。

②かけがえのない存在として、愛情を持ってはぐくまれること。

③いじめ、虐待、体罰などから心や体が守られること。

④障がい、民族、国籍、性別その他の子どもまたはその家族の状況を理由としたあらゆる差

別及び不利益を受けないこと。

⑤自分を守るために必要なことを知ること。

⑥気軽に相談でき、必要な支援を受けること。

２．自分らしく生きる権利

子どもは、自分らしく生きることができます。そのためには、主に次の権利が保障されな

ければなりません。

①ありのままの自分を大切にすること。

②他人と比較されることなく、自分のペースで生きること。

③自分が思ったこと、感じたことを自由に表現すること。

④個性や他人との違いを認められ、一人の人間として尊重されること。

⑤プライバシーが守られること。

３．豊かに育つ権利

子どもは、様々な経験を通して豊かに育つことができます。そのためには、主に次の権利

が保障されなければなりません。

①学び、遊び、疲れたら休むこと。

②健康的な生活を送ること。

③自分に関係することを、年齢や成長に応じて自分で決めること。

④夢に向かってチャレンジし、失敗しても新たなチャレンジをすること。

⑤様々な芸術、文化、スポーツに触れ親しむこと。

⑥札幌の文化や雪国の暮らしを学び、自然と触れ合うこと。

⑦地球環境の問題について学び、豊かな環境を保つために行動すること。

４．参加する権利

子どもは、自分にかかわることに参加することができます。そのためには、主に次の権利

が保障されなければなりません。

①家庭、育ち学ぶ施設、地域、行政等のあらゆる場で、自分の思いや考えを表明すること。

②表明した自分の思いや考えが尊重されること。

③適切な情報提供や支援を受けられること。

④仲間をつくり、集まること。
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「第４章：生活の場における権利の保障」に定める内容

第１節 家庭における権利の保障

１．保護者の役割

保護者は、①子どもの養育及び発達に関する第一義的な責任者であることを認識し、子ど

もの権利の保障に努めること、②子どもの言葉、表情、しぐさなどから思いを受け止め、こ

たえていくよう努めること、を規定します。

２．虐待及び体罰の禁止等

①保護者は、養育する子どもに対して、虐待及び体罰を行ってはならないこと、

②市は、虐待を受けた子どもの迅速で適切な救済に努めること、を規定します。

第２節 育ち学ぶ施設における権利の保障

１．施設関係者の役割

施設関係者は、①育ち学ぶ施設が、子どもの健やかな成長・発達にとって重要な役割を果

たすことを認識し、子どもの権利の保障に努めること、②子どもの言葉、表情、しぐさなど

から思いを受け止め、相談に応じ、対話などを行うよう努めること、を規定します。

２．開かれた施設づくり

育ち学ぶ施設の設置者及び管理者（以下「施設設置・管理者」といいます。）は、子ども、

保護者及び地域住民に、施設の運営等に関する情報を提供し、意見を聴き、協力を受けるな

ど、開かれた施設となるよう努めることを規定します。

３．いじめの防止

施設関係者は、①いじめの防止に努めること、②子どもがいじめについて相談しやすいよ

うに工夫し、いじめが起きたときは、関係する子どもの最善の利益を考慮し、対応するよう

努めること、を規定します。

４．虐待及び体罰の禁止等

施設関係者は、①子どもに対して、虐待及び体罰を行ってはならないこと、②虐待、体罰

を受けた子どもの迅速で適切な救済に努めること、を規定します。

５．関係機関等との連携と研修

施設設置・管理者は、①虐待、体罰及びいじめについての相談、救済、防止等のために、

関係機関等との連携に努めること、②職員に対し、虐待、体罰、いじめについての相談、救

済、防止等に関する研修の機会を設けるよう努めること、を規定します。

６．事情等を聴く機会の設定

施設設置・管理者は、子どもに対して不利益な処分等を行おうとするときは、あらかじめ、

子ども本人から事情等を聴く機会を設けるよう努めることを規定します。
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第３節 地域における権利の保障

１．地域における市民及び事業者の役割

①市民は、地域が子どもにとって多様な人間関係を通して豊かに育つために大切な場である

ことを認識し、子どもの権利の保障に努めること、

②事業者は、雇用する子どもに対し、子どもの権利の保障に努めるとともに、適当な方法に

より、事業所で働く従業員が、子どもの権利について理解を深めるよう努めること、を規定

します。

２．地域における子どもの居場所

市民及び市は、地域において、子どもが安心して自分らしく過ごすことができる居場所づ

くりに努めることを規定します。

３．地域における自然環境の保全

市民及び市は、子どもが育つ環境として自然が大切であることを認識し、地域における自

然環境の保全に努めることを規定します。

４．安全で安心な地域

市民及び市は、地域において、①子どもを見守り、子どもが安全に、安心して過ごすこと

ができるよう努めること、②子どもが自分自身を守る力をつけることができるよう、必要な

支援に努めること、を規定します。

第４節 参加・意見表明の機会の保障

１．子どもの参加等の促進

①市は、市政等について、子どもが意見を表明し、参加する機会を設けるよう努めること、

②施設設置・管理者は、施設の行事・運営等について、子どもが意見を表明し、参加する機

会を設けるよう努めること、

③市民は、地域の文化、スポーツ活動等について、子どもが意見を表明し、参加する機会を

設けるよう努めること、を規定します。

２．市の施設に関する子どもの意見

市は、子どもが利用する市の施設の設置及び運営に関して、子どもの参加について配慮し、

適切な方法で子どもの意見を聴くよう努めることを規定します。

３．審議会等への子どもの参加

①市は、子どもにかかわる事項を検討する審議会等に関して、子どもの参加について配慮す

るよう努めること、

②その審議会等は、適切な方法で子どもの意見を聴くよう努めること、を規定します。

４．子どもの視点に立った情報発信等

市民及び市は、子どもの参加の促進を図るため、子どもにかかわる施策、取組等について、

子どもが理解を深め、自らの意見を形成することができるよう、子どもの視点に立ったわか

りやすい情報発信等に努めることを規定します。
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第５節 子どものそれぞれの状況に応じた権利の保障

１．お互いの違いを認め尊重する社会の形成

①市民は、子どもが、障がい、民族、国籍、性別その他の子どもまたはその家族の状況を理

由としたあらゆる差別及び不利益を受けないように、お互いの違いを認め尊重し合う社会の

形成に努めること、

②市は、次のことなどに配慮し、①の差別及び不利益を生じさせない、またはなくすための

取組を行うよう努めること、を規定します。

・障がいのある子どもが、尊厳を持って生活し、社会に参加すること。

・子どもがアイヌ民族の生活、歴史、文化などを学ぶこと。

・外国籍等の子どもが必要に応じて日本語を学ぶとともに、自分の国、言語、文化などを学

び、表現すること。

・子どもが性別による固定的な役割分担にとらわれないこと及び性的少数者について理解す

ること。

第６節 子どもの育ちや成長にかかわる大人への支援

１．保護者への支援

市は、保護者が安心して子育てをできるよう、必要な支援に努めることを規定します。

２．育ち学ぶ施設の職員への支援

施設設置・管理者は、①職員が心に余裕をもって、子どもと十分にかかわることができる

よう、必要な職場環境の整備に努めること、②職員に対し、子どもの権利についての理解を

深めるための研修の機会を設けるよう努めること、を規定します。

３．市民の地域での活動の支援

市は、子どもの権利の保障に関する活動を行う市民と連携するとともに、市民の地域での

活動を支援するよう努めることを規定します。
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「第５章：子どもの権利の侵害からの救済」に定める内容

１．相談及び救済

市は、①子どもの権利の侵害に関する相談または救済について、関係機関等との連携を図

るとともに、子ども及びその権利の侵害の特性に配慮した対応に努めること、②権利の侵害

を受けた子どもに対して、迅速で適切な救済を図るための制度を速やかに設けること、を規

定します。

「第６章：施策の推進」に定める内容

１．施策の推進

市は、子どもにやさしいまちづくりを推進するため、子どもの権利に配慮した施策を推進

することを規定します。

２．推進計画

市は、①施策の推進に当たっては、総合的な推進計画を策定すること、②推進計画の策定

に当たっては、市民及び次章に定める権利委員会の意見を聴くこと、を規定します。

「第７章：子どもの権利の保障の検証」に定める内容

１．権利委員会の設置等

①市は、子どもの権利に関する施策の充実を図るとともに、子どもの権利の保障の状況を検

証するため、「札幌市子どもの権利委員会（以下「権利委員会」といいます。）」を置くこと、

②権利委員会は、推進計画について意見を述べるほか、市長その他の執行機関の諮問に応じ、

または必要があるときは自らの判断で、子どもに関する施策における子どもの権利の保障の

状況について、調査し、審議すること、

③権利委員会は、15人以内の委員で組織すること、

④権利委員会の委員は、人権、福祉、教育等の子どもにかかわる分野において学識経験のあ

る者及び15歳以上の子どもを含む市民のうちから市長が委嘱すること、

⑤権利委員会の委員の任期は２年とすること、

⑥その他、権利委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定めること、を規定し

ます。

２．答申等及び市の措置

①権利委員会は、市長その他の執行機関の諮問を受けたとき、または自らの判断で調査し、

審議したときは、その結果を市長などに答申し、または報告すること、

②権利委員会からの答申または報告を受けた執行機関は、これを尊重し、必要な措置を講じ

なければならないこと、を規定します。
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12

な

条例素案の要点

子どもにとって大切な権利について
実際に子どもたちが権利を行使するにあたって、特に大切な権利を「子ども委員

会」の子どもたちが中心となって議論しました。第３章に掲げた22項目の権利は、

この「子ども委員会」からの提案をもとに、条例づくりを進める「検討委員会」及

び市でさらなる検討を行い、規定したものです。

子どもの権利に関する学習について
子どもが権利を行使する際には、自分だけではなく相手にも同じように権利があ

り、相手の権利も尊重しなければなりませんが、そのことを理解するためには、子

ども自身が権利を学習すること、そして、お互いの権利行使を調整する経験を繰り

返すことが必要です。

本素案では、子どもが自分の権利、他人の権利に関して正しく学び、尊重し合う

ことが大変重要であるとの考えから、「子どもの権利の学習等への支援」にその趣旨

を盛り込んでいます。

子どもの参加・意見表明の機会の保障について
子どもが自らの生活にかかわる様々な場面において、意見を表明し、参加する機

会が保障されることは、子どもの健やかな成長・発達を支え、また、子どもが、大

人とともに社会を構成するパートナーとして、札幌のまちづくりを担っていくこと

につ

へ

がります。

具体的には、「市政、学校・施設、地域」、「市の施設の設置や運営」、「市が開催す

る審議会等」への参加機会の保障のほか、子どもが自らの意見を形成し、参加しや

すい環境をつくるための「子どもの視点に立った情報発信等」を盛り込み、その重

要性を示しています。

子どもの育ちや成長にかかわる大人への支援について
子どもの育ちや成長にかかわる大人がストレスを抱えていては、真に子どもの権

利が保障されている環境とは言えないことから、子どもにかかわる大人に対して重

層的な支援を行うことはとても大切です。

このことから、保護者

と

の子育て支援、育ち学ぶ施設の職員への職場環境の整備

及び研修に関する支援、地域で子どもの権利の保障にかかわる市民への支援を盛り

込んでいます。

子どもの権利侵害からの救済について
いじめ、虐待などで苦しんでいる子どもたちに対して、迅速で効果的な救済を図

ることは

、

ても重要であるため、必要な救済制度を速やかに設けます。

具体的な制度設計については、札幌市の実情に合った効果的な制度とするため

。

救済制度に求められる機能や権限、既存の相談・救済機関との役割分担や連携等に

ついて、今後さらに調査を行い、別途検討していきます
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意見募集要領

ね

現在、検討を進めている（仮称）札幌市子どもの権利条例の素案について、ご意見を募集し

ます。

今後、皆さまからお寄せいただいたご意見を考慮して更に検討を進め、条例案として札幌市

議会に提出する予定です。また、皆さまからお寄せいただいたご意見などの概要につきまして

は、それらに対する市の考え方と併せて、平成18年９月ごろにホームページなどで公表いたし

ます。

１．意見募集期間

平成18年（2006年）７月３日(月)～８月１日(火)（30日間）

２．意見の提出方法

･郵送の場合：次ページにある用紙を切り取り、ご意見を記入のうえ、のり付けしてポスト

に投函してください。（切手不要）

･FAXの場合：011-211-2943

･電子メールの場合：kodomo.kenri＠city.sapporo.jp

･直接お持ちいただく場合：札幌市中央区南１条東１丁目大通バスセンタービル１号館３階

札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課

受付時間 平日の８時45分～17時15分

･HPから送信する場合：http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/

※電話によるご意見の受付には応じか

ど

ますので、ご了承ください。

※ご意見の提出にあたっては、お名前・ご住所等をご記入ください。

(ご意見などの概要を公表する際は、お名前・ご住所等は公開いたしません。）

３．意見の提出先・お問い合わせ先

札幌市 子ども未来局 子ども育成部 子どもの権利推進課

住所：〒060-0051札幌市中央区南１条東１丁目大通バスセンタービル１号館３階

電話：011-211-2942 FAX：011-211-2943 電子メール：kodomo.kenri＠city.sapporo.jp

（参考）本資料公表場所

・ホームページ「子

・

もの権利ウェブ」：http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/

・札幌市子ども未来局子どもの権利推進課（札幌市中央区南１条東１丁目大通バスセンター

ビル１号館３階)

・札幌市役所本庁舎（１階ロビー、２階行政情報課）

け

各区役所総務企画課広聴係

・各まちづくりセンター

・その他：各区民センター、中央図書館、各地区図書館、児童会館など

※子ども向

所

の意見募集要領もございます。

札幌市子どもの権利推進課、区役 で、区民センター、児童会館など ま配布しており

1

す。

3
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ご 意 見 記 入 欄

素案について、あなたのご意見をお書きください。

どの項目へのご意見か、分かるようにお書きください。

ご協力ありがとうございました。お名前、ご住所等をお書きください。

お名前

ご住所

年齢

※ 用紙が足りない場合は、別紙にご記入のうえ同封してください。

※ ご意見への個別の回答はいたしませんが、同じ趣旨のご意見をとりまとめて公表する予定です。

※ お名前、ご住所等は公表いたしません。札幌市個人情報保護条例の規定に従って、適正に取扱い

ます。
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